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用
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
維
持

管
理
を
行
っ
て
い
ま
す
。

皆
さ
ん
か
ら
い
た
だ
く
下
水

道
使
用
料
は
、
汚
水
処
理
経
費

と
し
て
、
下
水
管
内
の
調
査
・

清
掃
・
修
繕
な
ど
の
維
持
管
理

費
、
汚
水
を
河
川
に
放
流
で
き

る
水
質
に
処
理
す
る
た
め
の
経

費
、
下
水
道
建
設
費
の
借
入
金

の
返
済
な
ど
に

充
て
ら
れ
て
い

ま
す
。

し
か
し
な
が

ら
、
使
用
料
だ

け
で
は
平
成
12

年
度
決
算
で
３

億
８
千
万
円
の

不
足
が
生
じ
、

一
般
会
計
か
ら

補
て
ん
し
て
い

る
状
況
で
す
。

こ
の
ま
ま
で

は
、
平
成
14
年

度
か
ら
16
年
度

の
３
年
間
で
約

10
億
円
の
不
足

と
な
っ
て
し
ま

い
ま
す
。
こ
の
不
足
分
を
少
し

で
も
解
消
す
る
た
め
、
４
月
１

日
か
ら
平
均
3.9
％
の
引
き
上
げ

を
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
改
定
内
容
は
、
上

表
の
と
お
り
で
す
。
皆
さ
ん
の

ご
理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ

下
水
管
理
課
ò
042

（
３
４
６
）
９
５
５
９

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者

福
祉
に
関
す
る
法
律
の
改
正
な

ど
に
伴
い
、
４
月
１
日
か
ら
、

精
神
保
健
福
祉
に
関
す
る
次
の

取
扱
窓
口
が
多
摩
小
平
保
健
所

か
ら
、
障
害
者
福
祉
課
に
変
わ

り
ま
す
。

▽
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

の
申
請
、
交
付

▽
精
神
障
害
者
医
療
費
公
費
負

担
の
申
請

▽
東
京
都
小
児
精
神
障
害
者
入

院
医
療
費
助
成
の
申
請

▽
精
神
障
害
者
都
営
交
通
乗
車

証
の
申
請
、
発
行

▽
精
神
障
害
者
社
会
復
帰
施

設
、居
宅
生
活
支
援
事
業
、社
会

適
応
訓
練
事
業
の
利
用
に
関
す

る
相
談
助
言
、
あ
っ
せ
ん
調
整

※
精
神
保
健
福
祉
の
医
療
に
関

す
る
相
談
な
ど
は
、
引
き
続
き

多
摩
小
平
保
健
所
で
実
施
し
て

い
ま
す
。

問
合
せ

障
害
者
福
祉
課
ò
042

（
３
４
６
）
９
５
４
２
、
多
摩

小
平
保
健
所
ò
０
４
２
４（
50
）

３
１
１
１

傷
し
た
り
、
病
気
に
な
っ
た
り

す
る
こ
と
を
第
三
者
行
為
と
い

い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
場
合
の
医
療
費

は
、
被
害
者
に
過
失
の
な
い
か

ぎ
り
、
原
則
と
し
て
加
害
者
が

全
額
負
担
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。

Ω
国
保
に
届
出
を

国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
に

加
入
し
て
い
る
方
が
交
通
事
故

に
あ
い
、
加
害
者
か
ら
す
ぐ
に

損
害
賠
償
を
受
け
ら
れ
な
い
場

合
は
、
国
保
へ
「
第
三
者
行
為

に
よ
る
傷
病
届
」
を
出
す
こ
と

に
よ
っ
て
、
国
保
扱
い
で
治
療

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

届
出
に
必
要
な
も
の
は
、
国

民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
、
印

鑑
、
交
通
事
故
証
明
書
で
す
。

こ
の
場
合
、
本
来
加
害
者
が

負
担
す
べ
き
医
療
費
を
国
保
が

一
時
的
に
立
て
替
え
、
あ
と
か

ら
国
保
が
立
て
替
え
た
分
を
加

害
者
に
対
し
て
請
求
し
ま
す
。

届
出
が
な
い
と
、
国
保
で
は

発
見
が
遅
れ
、
加
害
者
に
医
療

費
を
請
求
す
る
機
会
を
失
っ
て

し
ま
う
場
合
も
あ
り
ま
す
。

Ω
示
談
は
慎
重
に

Ω
小
平
市
環
境
基
本
計
画
に
つ

い
て

と
　
き

１
月
28
日
（
月
）

午
後
１
時
30
分
〜
３
時
30
分

と
こ
ろ

市
役
所
３
階
３
０
１

会
議
室
（
原
則
公
開
）

問
合
せ

環
境
保
全
課
ò
042

（
３
４
６
）
９
５
３
６

快
適
な
生
活
環
境
を
整
え
、

公
共
用
水
域
に
お
け
る
環
境
保

全
を
目
的
と
し
た
下
水
道
事
業

は
、
平
成
２
年
度
末
に
全
市
域

汚
水
整
備
が
完
了
し
ま
し
た
。

現
在
は
下
水
道
施
設
を
ご
利

市
で
は
、
第
２
次
行
財
政
改

革
推
進
プ
ラ
ン
に
基
づ
き
行
財

政
改
革
の
取
り
組
み
を
進
め
て

い
ま
す
。
限
ら
れ
た
人
員
や
財

源
の
効
率
的
・
効
果
的
な
活
用

に
努
め
、
今
ま
で
以
上
に
質
の

高
い
サ
U
ビ
ス
を
市
民
の
皆
さ

ん
に
提
供
し
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。
平
成
13
年
９
月

末
現
在
の
実
施
状
況
は
次
の
と

お
り
で
す
。

第
２
次
行
財
政
改
革
推
進
プ

ラ
ン
に
掲
げ
ら
れ
た
60
の
実
施

項
目
の
う
ち
、
平
成
13
年
度
に

取
り
組
む
べ
き
項
目
は
57
項
目

で
し
た
。
こ
の
う
ち
、
予
定
以

上
に
進
ん
で
い
る
項
目
は
「
数

値
目
標
の
設
定
」
の
１
項
目
で

す
。
約
９
割
に
当
た
る
51
項
目

は
、
ほ
ぼ
予
定
ど
お
り
に
進
ん

で
い
ま
す
。
予
定
よ
り
や
や
遅

れ
て
い
る
項
目
は
、
「
情
報
公

開
の
推
進
」
、「
事
務
専
決
規
程

の
見
直
し
」
、
「
目
標
管
理
制

度
の
導
入
」
、
「
使
用
料
・
手

数
料
の
見
直
し
」
、「
補
助
金
の

見
直
し
」
の
５
項
目
で
す
。
こ

の
５
項
目
に
つ
い
て
は
、
実
施

に
向
け
て
今
後
も
さ
ら
に
取
り

組
み
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

以
上
の
結
果
を
分
野
別
に
集

計
す
る
と
、
下
表
の
と
お
り
に

な
り
ま
す
。

な
お
、
成
果
と
し
て
主
な
も

の
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

▽
都
議
会
議
員
選
挙
、
参
議
院

議
員
選
挙
の
投
票
所
の
受
付
事

務
を
パ
ソ
コ
ン
で
処
理
す
る
こ

と
に
よ
り
、
受
付
時
間
の
短
縮

化
、
投
票
所
従
事
職
員
数
の
削

減
を
図
り
ま
し
た

▽
４
月
１
日
現
在
の
総
職
員
数

を
、
実
数
ベ
U
ス
で
１
千
１
人

と
し
、
定
員
の
適
正
化
を
進
め

ま
し
た

▽
民
間
委
託
が
可
能
な
業
務
で

は
退
職
職
員
の
補
充
を
行
わ

ず
、
段
階
的
に
委
託
化
を
進
め

ま
し
た

▽
人
材
育
成
基
本
方
針
検
討
委

員
会
を
設
置
し
、
基
本
方
針
の

策
定
へ
向
け
て
具
体
的
な
検
討

を
始
め
ま
し
た

▽
12
年
度
の
決
算
に
お
い
て
、

経
常
収
支
比
率
が
91
・
４
％
、

公
債
費
比
率
が
10
・
９
％
と
な

り
、
設
定
し
た
数
値
目
標
を
達

成
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た

１４年度に
取り組む
項目

１３年度中に取り組む項目１２年度まで
に実施済と
なった項目

プランの
項目数分　　　野 遅れて

いる
やや遅れ
ている

予　定
どおり予定以上合計

１０
（０％）

１
（５％）

１８
（９５％）

０
（０％）１９０２０新たな行政需要に対応

す る ための施 策の見 直 し

００
（０％）

１
（１４％）

６
（８６％）

０
（０％）７０７適正規模の組織体制の

確立

００
（０％）

１
（１２％）

７
（８８％）

０
（０％）８２１０職務に応じた人事制度

と人材育成策の充実

００
（０％）

２
（１４％）

１１
（７９％）

１
（７％）１４０１４健全な財政運営の確立

００
（０％）

０
（０％）

９
（１００％）

０
（０％）９０９行政、市民および企業の

三者の関係の再構築

１０
（０％）

５
（９％）

５１
（８９％）

１
（２％）５７２６０計

№01 Dタ1/20日付02面 天地34×左右48 岩岩0111（再）

下水道使用料
平成１４年４月１日から（２か月分・カッコ内は旧使用料）

使 用 料排 出 量
基本料 ���� ９１０円（９００円）０～　　２０m３

一

般

汚

水

１m３につき �� １０５円（１００円）２１～　　４０m３

１m３につき �� １２５円（１２０円）４１～　１００m３

１m３につき �� １５５円（１５０円）１０１～　２００m３

１m３につき �� １７５円（１７０円）２０１～　４００m３

１m３につき �� ２１０円（２００円）４０１～１，０００m３

１m３につき �� ２５０円（２４０円）１，００１～２，０００m３

１m３につき �� ２８５円（２７０円）２，００１m３以上　　
１m３につき �� １３円（　１３円）浴 場 汚 水

※排出量に応じて算出した額に消費税・地方消費税が加算されます。

№02 Dタ1/20日付02面 天地25×左右39 岩岩岩0115（三）

市
で
は
今
後
と
も
、
事
務
事

業
の
見
直
し
な
ど
の
内
部
努
力

を
進
め
、
簡
素
で
効
率
的
な
行

財
政
運
営
に
努
め
て
い
き
ま

す
。
市
民
の
皆
さ
ん
の
ご
理
解

と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
第
２
次
行
財
政
改
革
推
進
プ

ラ
ン
は
、
図
書
館
、
市
役
所
市

政
資
料
コ
U
ナ
U
で
ご
覧
に
な

れ
ま
す
。

問
合
せ

行
政
管
理
課
ò
042

（
３
４
６
）
９
７
５
６

高
齢
者
館
の
名
称

さ

わ

や

か

館

に

決

　

ま

　

る

都
営
花
小
金
井
四
丁
目
団
地

内
に
建
設
中
の
小
平
市
立
高
齢

者
館
の
名
称
募
集
に
多
数
の
応

募
を
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う

Ω
第
三
者
行
為
と
は

交
通
事
故
や
、
傷
害
事
件
な

ど
、
他
人
の
行
為
が
原
因
で
負

ご
ざ
い
ま
し
た
。

審
査
の
結
果
、
皆
さ
ん
が
平

等
に
使
え
る
さ
わ
や
か
な
施
設

と
な
る
よ
う
、
願
い
を
込
め
て

「
さ
わ
や
か
館
」
に
決
定
し
ま

し
た
。

入
選
さ
れ
た
方
は
、
小
川
町

一
丁
目
の
白
鳥
日
出
子
さ
ん
、

天
神
町
二
丁
目
の
¸
野
孝
さ

ん
、
小
川
西
町
四
丁
目
の
松
田

幸
惠
さ
ん
、
た
か
の
台
の
毛
利

益
雄
さ
ん
で
す
（
五
十
音
順
）。

問
合
せ
　
高
齢
者
福
祉
課
ò
042

（
３
４
６
）
９
５
３
８

家

族

介

護

慰

労

金

を

支

給

重
度
の
要
介
護
高
齢
者
を
在

宅
で
介
護
し
て
い
る
ご
家
族
を

対
象
に
慰
労
金
を
支
給
し
ま

す
。

対
　
象

次
に
掲
げ
る
要
件
に

該
当
す
る
方
を
過
去
１
年
間
在

宅
で
介
護
し
て
き
た
ご
家
族

（
市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯
に

属
す
る
方
に
限
る
）

fl
市
内
に
住
所
を
有
す
る
住
宅

の
高
齢
者
（
２
号
被
保
険
者
で

あ
っ
て
特
定
疾
病
に
該
当
す
る

方
を
含
む
）
で
あ
る
こ
と

‡
過
去
１
年
間
、
要
介
護
４
ま

た
は
５
で
あ
る
こ
と

·
過
去
１
年
間
、
市
町
村
民
税

非
課
税
世
帯
に
属
す
る
こ
と

‚
過
去
１
年
間
、
介
護
保
険
の

サ
U
ビ
ス
（
年
間
７
日
間
ま
で

の
シ
ョ
U
ト
ス
テ
イ
の
利
用
を

除
く
）
を
受
け
て
い
な
い
こ
と

„
過
去
１
年
間
、
介
護
保
険
施

設
以
外
の
病
院
な
ど
に
90
日
以

上
入
院
し
て
い
な
い
こ
と

支
給
額

年
額
10
万
円

申
込
み

高
齢
者
福
祉
課
へ
ò

042
（
３
４
６
）
９
５
３
９

第
152
回

東
京
都
都
市
計
画

審

議

会

傍

聴

と
　
き

２
月
13
日
（
水
）

午
後
１
時
か
ら

と
こ
ろ

都
庁
会
議
室

募
集
人
員

15
人

付
議
予
定
案
件

幹
線
街
路
放

射
第
19
号
線
の
立
体
交
差
化
計

画
に
つ
い
て
ほ
か
７
件

都
庁
ホ
U
ム
ペ
U
ジ

h
ttp
:

//w
w
w
.m
etro.tokyo.jp

申
込
み

２
月
１
日
（
金
）
ま

で
（
必
着
）
に
、
往
復
は
が
き

に
住
所
、
氏
名
、
電
話
番
号
を

明
記
し
、
問
合
せ
先
へ
（
申
込

職
　
種

保
育
園
給
食
調

理
員

応
募
資
格
・
採
用
予
定
人

数

左
表
の
と
お
り

試
験
日

２
月
10
日（
日
）

提
出
書
類

fl
採
用
申
込

書
、
受
験
票
、
写
真
票
、

返
信
用
封
筒
（
本
人
の
あ

て
先
記
載
、
80
円
切
手
を

は
っ
た
も
の
）
各
１
通

‡
卒
業
証
明
書
ま
た
は
卒

業
見
込
証
明
書
１
通
　
·

成
績
証
明
書
１
通
　
‚
写

真
（
縦
４
B
A
×
横
３
B

A
の
証
明
用
。
採
用
申
込

書
と
写
真
票
に
は
っ
て
く

だ
さ
い
）
２
枚

募
集
要
項
・
申
込
書
の
配

布

１
月
30
日
（
水
）
ま

で
、
職
員
課
（
市
役
所
３

階
）
で
配
布

※
郵
送
で
請
求
す
る
場
合

は
、
応
募
職
種
を
明
記
の

う
え
、
百
20
円
切
手
を
は

っ
た
返
信
用
封
筒
（
角
型

２
号
）
を
同
封
し
て
、
問

合
せ
先
へ
請
求
し
て
く
だ

さ
い
。

申
込
み

１
月
28
日（
月
）

か
ら
30
日
（
水
）
ま
で
に

提
出
書
類
を
本
人
が
持

参
。
28
日
（
月
）
は
市
役

所
５
階
５
０
３
会
議
室
、

29
日
（
火
）
・
30
日
（
水
）

は
市
役
所
３
階
庁
議
室
に

て
受
付

問
合
せ

職
員
課
人
事
係

（
〒
187
―
８
７
０
１
　
小

平
市
役
所
）
ò
042
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み
多
数
の
場
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抽
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）
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計
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課
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１
）
ò
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（
５
３
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）
３
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５
４ 示

談
の
内
容
は
、
国
保
の
収

支
に
影
響
を
与
え
る
ば
か
り
で

な
く
、
被
害
者
へ
の
補
償
に
も

影
響
し
ま
す
の
で
、
示
談
を
結

ぶ
前
に
国
保
へ
届
け
出
て
く
だ

さ
い
。

国
保
の
医
療
費
は
、
加
入
者

の
保
険
税
か
ら
支
払
わ
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
大
切
な
財
源
を
有

効
に
使
う
た
め
に
も
、
第
三
者

行
為
に
よ
る
治
療
で
国
保
の
被

保
険
者
証
を
使
う
場
合
に
は
、

必
ず
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。
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４
月
１
日
か
ら

精
神
保
健
福
祉
の
取
扱
窓
口
が

保
健
所
か
ら
市
役
所
に
変
わ
り
ま
す

第
６
回

環

境

審

議

会

平
成
14
年
度
採
用

市

職

員

募

集

国民健康保険

交通事故などの

第三者行為の治療は

届出を


